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公園の使用方法について 

最終更新日：令和７年 9月２６日 

1. 申請が必要な行為・占用及び使用料金 

下記の行為のため公園を使用する場合は、大浜公園指定管理者への申請手続きが必要になり、原

則使用料が発生します。占用許可につきましては、大浜公園指定管理者及び、静岡市への申請が必

要となります。 

 

                                 

 

※行為許可・占用許可両方の使用料が発生する場合があります。 

例：キッチンカー１０㎡の場合：行為許可８８円・㎡・日＋占用許可３３円・㎡・月＝１日の使用料（占用料含む）

合計８８０円＋３３０円＝1,100円 

 

2. 使用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 単位 使用料

行商、募金、出店など １㎡１月につき 33円

業務上の写真または
映画撮影

興行をすること １㎡１月につき ４４円

競技会、展示会、博覧会
集会、撮影会など

１㎡１月につき 22円
 

単位 使用料

面積による １㎡１日につき 88円

面積によりがたい １人1日につき 1,100円

面積による １㎡１日につき 88円

面積によりがたい １回１日につき 1,100円

面積による １㎡１日につき 44円

面積によりがたい １回１日につき 1,650円

面積による １㎡１日につき 33円

面積によりがたい １回１日につき 1,650円

区分

行商、募金、出店など

業務上の写真または
映画撮影

興行をすること

競技会、展示会、博覧
会
集会、撮影会など

 

【行為】   【占用（テント等の動かしがたい物を設置する場合）】 

※占用する物の総面積で計算します。 

※１月に満たない場合は 1月に切り上げて計算します。 

※使用希望日の 1 ヶ月前まで 

指定管理者の手続き 
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3. 申請方法 

【窓口、郵送で提出】 

◼ 出店を行う場合 

大浜公園では、公園内での出店行為は書類提出・確認ができた場合(申請が通った場合) 

許可いたします。 

窓口または下記のホームページにてご確認ください。 

 

 

◼ 業務上の写真または映画等の撮影をする場合 

①公園内行為許可申請書 

②行為の内容がわかる企画書や概要書（任意様式） 

 

 

◼ 競技会、展示会、集会、その他催し事を行う場合 

①公園内行為許可申請書 

②行為の内容がわかる企画書や概要書（任意様式） 

③使用する面積がわかる図面（任意様式） 

※催し事に伴いテントやステージ、立看板の仮設工作物で一部公園を占用（継続的に独占して使

用）する場合は静岡市の許可及び、④～⑤も必要になります。 

④公園占用許可申請書 

⑤占用物件の配置が記された図面（任意様式） 

 大浜公園の使用占有をご希望の場合は静岡市緑地政策課までお問合せください。 

 

 

◼ 支払方法 

現金のみ  （当日までに受付にて使用料をお支払いください。  ※当日支払い可） 

 

 

 

※ 国、地方公共団体または公共的団体が公用または公益のために利用する場合、 

使用料を減額または免除することができます。緑地政策課に対象となるか確認・ご相談の上、 

公園使用料減額免除承認申請書 を添付してください。 （行為、占用それぞれ添付してくだ

さい。） 
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4. 公園使用にあたっての注意事項 

【申請に関すること】 

⚫ 公園の使用にあたっては、他の利用者との重複を避けるため、事前に仮予約をお願いいたしま

す。 

⚫ 申請書は、１か月前にご提出ください。なお、期限を過ぎた申請は、大浜公園指定管理者が必要

と認めた場合のみ可能です。 

⚫ 公園を使用する当日までに使用料をお支払いください。 ※当日支払い可 

 

 

【使用に関すること】 

⚫ 使用当日は許可書を携帯してください。 

⚫ 車止めを外して設営・準備の為の運搬車両等を乗り入れる必要がある場合は、車止めの鍵を借

用してください。 

⚫ 申請書提出後に申請者の都合（天候不良を含む）で公園の使用を取りやめた場合、原則使用料

の還付・取消は行いません。 

⚫ 一般利用者の迷惑となる行為はおやめください。 

⚫ 公園使用中の事故、苦情等については、申請者の責任で対応してください。 

⚫ 公園の土地及び施設を損傷または汚損した場合、原因者の負担で修復してください。 

⚫ 指定された場所以外への乗り入れ、又は停めておくことは禁止されています。また、一般車両

の駐車場として公園を使用することもできません。 

【その他】 

⚫ 許可条件に違反したと認められるときは、使用許可を取り消す場合があります。その際に発生し

た損害については補償いたしかねます。 

 

 

5. 問合せ先 

 

【大浜公園】 

電話番号  054-291-5575 

問い合わせフォーム Eメール https://ohama-pool.jp/contact/  

 

 

この案内は、都市公園法、静岡市大浜公園条例、静岡市大浜公園条例施行規則、 

静岡市都市公園条例に基づき作成しています。 

tel:054-291-5575
https://ohama-pool.jp/contact/
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静岡市大浜公園の使用にあたっての注意事項 

最終更新日：令和 7年 9月 ２６日 

 

 

 

No. 確認事項 事前チェック✓

1 指定された期日までに公園使用料金を支払うこと。

2
申請書提出後、申請者の都合（雨天での中止含む）で使用を中止した場
合、発生した使用料金の取消・還付は請求しないこと。

3 告知は、許可書が発行されてから行うこと。

4
火気の取り扱いについては、消防署からの指導に従うこと。
煙が発生する場合は、周辺住民に事業について説明を行うこと。

5
公園の維持管理上又は公益上必要が生じた場合は、許可を取り消し、使
用の中止を求めることがあること。

6 その他の事項について、公園管理者の指示に従うこと。

7 公園を使用する際は、許可書を携帯すること。

8 公園内の電気は使用せず、自身で発電機等を用意すること。

9 申請内容以外の目的で公園を使用しないこと。

10
公園内では、安全面に配慮し、危険行為や他人に迷惑をかけることは行
わないこと。

11
公園使用中に発生した事故・トラブル等については、申請者で責任を負
うこと。

12

公園内に許可されたもの以外の車両は乗り入れないこと。
許可された車両についても、走行する際は、土地の損傷と事故を防ぐた
め、ハザードランプを点灯させながら10㎞/ｈ以下で徐行すること。
また、駐車もしないこと（自転車の駐輪も含む）。

13 公園内を安全に保つため、通行後はその都度出入口の施錠を行うこと。

14 公園内の地面に杭やペグを打ち込まないこと。

15
公園の施設又は土地を損傷し、または汚損した場合は、速やかに届け出
て、生じた損害を賠償すること。

16 公園を使用した後は現状復旧をすること。

使

用

前

使

用

当

日

使

用

後
 

   

  ※本同意書は、静岡市大浜公園条例、静岡市大浜公園条例規則を根拠に作成しています。 

 


